
耀
29都市住不第1375号

平成29年10月13日

ノノ

.二般社団法人全国住宅産業協会

会長神山和郎様

東京都知事小池百合

東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例等の一部改正について

平素より東京都の不動産行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、東京都では、民間賃貸住宅の原状回復等をめぐるトラブルを防止するため、「東京における

住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(平成16年東京都条例第95号。以下「条例」とい

う。)、「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則」(平成16年東京都規則

第92号。以下「規則」という。)及び規則第2条第3項に規定する「説明を適正に行うために必要

な事項」(以下「必要な事項」という。)を制定し、宅地建物取引業者への指導及び周知徹底を行って

きました。今般、平成29年4月1日付けで宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法

律第56号)が施行されたことを踏まえ、東京都では、条例及び規則の一部改正を行いました。また、

合わせて、下記のとおり、必要な事項についても、一部改正を行いましたので、ここに通知いたしま

 す。

貴団体におかれましては、これらの一部改正について、会員の皆様へ御周知いただくとともに、条

例、規則及び必要な事項の普及啓発に、益々の御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1条例、規則及び必要な事項の施行日

平成29年10月13日

2必要な事項における改正部分

(1)題名中「説明」を「書面の交付又は説明」に改める。

(2)題名の後に、次の一文を加える。

「※規則第2条に定める事項について、説明を要せず、書面の交付のみで足りることとなる

のは、相手方が宅地建物取引業者である場合に限られる。」

3添付資料

(1)条例改正後全文

(2)条例新旧対照表

(3)規則改正後全文

(4)規則新旧対照表

(5)必要な事項改正後全文



"

■

東
京
に
お
け
る
住
宅
の
賃
貸
借
に
係
る
紛
争
の
防
止

に
関

す
る

条
例

(
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
条
例
第

九
十

五
号

)

最
終

改
正

平
成

二
十

九
年

十
月

十
三

日
条
例
第
六
十
七
号

(目
的

)

第
一

条
こ

の
条

例
は

、
宅

地
建

物
取

引
業

者
(
宅

地
建

物
取
引
業
法
(
昭

和
二

十
七

年
法

律
第

百
七

十
六

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
)
第
二
条
第
三

号
に

規
定

す
る

宅
地

建
物

取
引

業
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
)
が
、
専
ら
居

住
を

目
的

と
す

る
建

物
(
建

物
の

一
部

を
含

む
。

以
下

「
住

宅
」
と
い
う
。
)

の
賃
貸
借
に
伴
い
、
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と

等
に
よ
り
、
住
宅
の
賃
貸
借
に
係
る
紛
争
の
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
都
民

の
住

生
活

の
安

定
向

上
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

(宅
地

建
物

取
引

業
者

の
説

明
等

の
義

務
)

第
二
条
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
住
宅
の
賃
貸
借
の
代
理

又
は

媒
介

を
す

る
場
合
は
、
当
該
住
宅
を
借
り
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
法
第
三
十
五
条

第
一
項
(
同
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
の
規
定
に
よ

り
行
う
同

項
各

号
に

掲
げ
る

事
項

を
記
載

し
た
書

面
の

交
付
又
は
当
該
事

項
の
説
明

に
併
せ

て
、
次

に
掲

げ
る
事

項
に
つ

い
て

、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
住
宅
を
借
り
よ
う
と
す
る
者
が
宅
地
建
物
取
引
業
者

で
あ
る
場
合
は
、
当

該
書
面
に

つ
い

て
の

説
明
を

要
し

な
い
も

の
と
す

る
。

一
退
去
時
に
お
け
る
住
宅
の
損
耗
等
の
復
旧
並
び
に
住
宅
の
使
用
及
び

収
益
に
必
要
な
修

繕
に
関
し

東
京

都
規

則
(
以

下
「

規
則
」

と
い
う

。
)

で
定

め
る

事
項

二
前

号
に

掲
げ

る
も
の

の
ほ
か
、
住

宅
の
賃

貸
借
に
係
る

紛
争
の

防
止

を
図
る
た
め

、
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
と
し
て
規
則
で
定

め
る
事
項

(
紛
争
の
防
止
の

た
め
の

措
置
)



第
三
条
知
事
は
、
住
宅
の
賃
貸
借
に
係
る
紛
争
の
防
止
の
た

め
に

必
要

な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。

(
報
告
の
聴
取
等
)

第
四
条
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、

宅
地

建

物
取
引
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(指
導
及
び
勧
告
)

第
五
条
知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か

に
該

当

す
る
場
合
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
若
し
く

は
説
明
を
行
い
、
又
は
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
、
若
し
く
は
報

告
若
し
く
は
資
料
の
内
容
を
是
正
す
る
よ
う
指
導
及
び
勧
告
を
す
る
こ
と

が
で

き
る

。

一
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
書
面
め
交
付
又
は
説
明
の
全
部
又
は
一
部
を

行
わ
な
か
っ
た
と
き
。

二
前
条
の
規
定

に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、

偽
の
報
告
若

し
く
は

資
料
の
提

出
を

し
た
と

き
。

又
は

虚

(
公
表
等
)

第
六

条
知

事
は

、
前
条

の
勧
告
を

受
け
た

者
が
正
当
な

理
由
な

く
当
該
勧

告
に
従
わ
な
か

っ
た
と

き
は
、
そ

の
旨

を
公
表

す
る
こ

と
が

で
き
る

。

2
知

事
は

、
前

項
の

規
定
に
よ

る
公

表
を
し
よ
う

と
す
る

場
合
は
、
当

該

勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
、
証
拠
を
提
示
す
る
機
会
を
与

え
る
も
の
と
す
る
。

(委
任
)

第
七
条
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

て
必

要
な

事
項

は
、

規
則
で
定

め
る
。

こ
の
条

例
の

施
行
に

つ
い



4
M
」
」
闘
り

殴
目
ハ

こ
の

条
例

は
、

平
成

十
六

年
十

月
一

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則
(
平
成
二
十
九
年
条
例
第
六
十
七
号
)

(
施
行
期
日
)

1
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

2
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
に
係
る
指

導
及

び
勧

告

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



東
京
に
お
け
る
住
宅
の
賃
貸
借
に
係
る
紛
争
の
防
止
に
関
す
る
条
例
(
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
)
新
旧
対
照
表
(
抄
)

改
正

後
改
正

前

第
一

条
(
現

行
の

と
お

り
)

(
宅

地
建

物
取

引
業

者
の

説
明

等
の

義
務

)

第
二
条
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
住
宅
の
賃
貸
借
の
代

理
又

は
媒

介

を
す
る
場
合
は
、
当
該
住
宅
を
借
り
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
法
第

三
十
五
条
第
一
項
(
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替

え
て

適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
の
説
明
に
併
せ
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交

付
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
住
宅
を
借
り

よ
う
と
す
る
者
が
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
書
面

に
つ

い
て

の
説

明
を

要
し

な
い

も
の

と
す

る
。

一
及

び
二

(
現

行
の

と
お

り
)

第
三

条
及

び
第

四
条

(
現

行
の

と
お

り
)

(
指

導
及

び
勧

告
)

第
五
条
知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
次
の
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す
る
場
合
は
、

付
若
し
く
は
説
明
を
行
い

し
、
若
し
く
は
報
告
若
し
く
は
資
料
の
内
容
を
是
正
す
る
よ
う
指
導

及
び
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
、
書
面
の
交

、
又
は
報
告
若
し
く
は

資
料

の
提

出
を

一
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
又
は
説
明

の
全

部
又

は
一

部
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。

二
(
現

行
の

と
お

り
)

第
六

条
及

び
第

七
条

(
現

行
の

と
お

り
)

第
一

条
(
略

)

(
宅
地
建
物
取
引
業

者
の
説

明
義
務

)

第
二

条
宅

地
建

物
取

引
業

者
は
、
住
宅

の
賃
貸

借
の
代
理
又

は
媒
介

を
す
る
場
合
は
、
当
該
住
宅
を
借
り
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
法
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

調
に

併
せ

て
、

次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い

て
、
こ

れ
ら
の
事
項

を

記
載
し
た
書
面
を

交
付
し

て
説
明

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

一
及

び
二

(
略

)

第
三

条
及

び
第

四
条
(
略

)

(
指

導
及

び
勧

告
)

第
五

条
知

事
は

、
宅

地
建
物
取

引
業

者
が
次
の
各

号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
、
説
明
を
行

い
、
又
は
報
告
若

し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
、
若
し
く
は
報
告
若
し

く
は
資
料
の
内
容
を
是
正
す
る
よ
う
指
導
及
び
勧
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
第

二
条

の
規

定
に
よ
る

説
明
の
全
部
又

は
一
部

を
行
わ
な
か

っ

た
と
き
。

二
(
略
)

第
六

条
及

び
第

七
条

(
略
)

ゾ



東
京
に
お
け
る
住
宅
の
賃
貸
借
に
係
る
紛
争
の
防
止

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

(
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第

九
十

二
号

)

最
終

改
正

平
成

二
十

九
年

十
月

十
三

日
規
則
第
百
十
一
号

(趣
旨

)

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
東
京
に
お
け
る
住
宅
の
賃
貸
借
に

係
る

紛
争

の
防

止
に
関
す
る
条
例
(
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
。
以
下
「
条

例
」

と
い

う
。

)
の

施
行

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も
の
と
す
る
。

(
宅

地
建

物
取

引
業

者
の

説
明

事
項

等
)

第
二
条
条
例
第
二
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
と

す
る

。

一
退
去
時
に
お
け
る
住
宅
の
損
耗
等
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間

の
特
約
が
あ
る
場
合
又
は
賃
借
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
復

旧
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
を
除
き
、
賃
貸
人
が
行
う
と
さ
れ
て
い
る
こ

 と
。

二
住
宅
の
使
用
及
び
収
益
に
必
要
な
修
繕
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
特

約
が
あ
る
場
合
又
は
賃
借
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
修
繕
の

必
要
が
生
じ
た

場
合
を

除
き
、

賃
貸

人
が

行
う
と

さ
れ
て

い
る

こ
と
。

三
当
該
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
賃
借
人
の
負
担
と
な
る
事
項

2
条

例
第

二
条

第
二

号
の
規

則
で
定
め
る
事

項
は
、

賃
借
人
の
入

居
期
間

中
の
設
備
等
の

修
繕
及
び
維
持
管
理
等
に
関
す
る
連
絡
先
と
な
る
者
の
氏

名
(
法

人
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

商
号
又

は
名
称
)
及

び
住
所

(
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
主

た
る
事

務
所
の

所
在
地

)
と

す
る
。

3
知

事
は

、
宅

地
建

物
取
引

業
者
が
条
例
第

二
条
の

規
定
に
よ
る

書
面
の

交
付
又
は
説
明
を

適
正
に
行

う
た
め

に
必
要

な
事

項
を
示

す
も
の

と
す

る
。

(勧
告
)

第
三
条
条
例
第
五

条
の
勧
告
は
、

の
と

す
る

。

勧
告

書
(
別
記

様
式

)
に

よ
り

行
う
も



(
公

表
)

第
四
条
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
東

京
都

公
報

へ
の

登
載

そ
の

他
広

く
都

民
に

周
知

す
る

方
法

に
よ

り
行

う
も

の
と
す
る
。

2
公
表
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
勧
告
を
受
け
た
者
の
氏
名
(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
商

号
又

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
)

二
勧
告
を
受
け
た
者
の
住
所
(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

主
た

る
事

務

所
の
所
在
地
)

三
勧

告
の

内
容

四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

(意
見
陳
述
の
…
機
会
の
付
与
)

第
五
条
条
例
第
六
条
第
二
項
の
意
見
を
述
べ
、
証
拠
を
提
示
す
る
機
会
(
以

下
「
意
見
陳
述
の
機
会
」
と
い
う
。
)
に
お
け
る
そ
の
方
法
は
、
知
事
が

口
頭
で
す
る
こ

と
を
認
め
た
場
合
を
除
き
、
意
見
及
び
証
拠
を
記
載
し
た

書
面
(
以
下
「
意
見
書
」
と
い
う
。
)
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
知

事
は

、
勧

告
を
受

け
た
者
に

対
し
意

見
陳
述
の
機

会
を
与

え
る
と
き

は
、
意
見
書
の
提
出
期
限
(
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
を
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
)
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
、
当
該
勧
告

を
受
け
た
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の

と
す

る
。

一
公

表
し

よ
う
と

す
る
内
容

二
公

表
の

根
拠

と
な
る
条

例
等
の
条
項

三
公

表
の

原
因

と
な

る
事
実

四
意

見
書

の
提
出

先
及
び
提

出
期

限
(
口
頭
に

よ
る
意

見
陳
述
の
機

会

の
付
与
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場

所
)

3
前

項
の

規
定

に
よ

る
通
知
を

受
け

た
者
(
以
下

「
当
事

者
」
と
い
う

。
)

又
は
そ
の
代
理

人
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
に



対
し
、
意
見
書
の
提
出
期
限
の
延
長
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
若
し
く
は
場

所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
、

意
見

書
の

提

出
期
限
を
延
長
し
、
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
若
し
く
は
場
所
を
変
更
す
る

こ
と

が
で

き
る

。

5
知
事
は
、
当
事
者
に
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
き
は
、

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
陳
述
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
す
る

も
の

と
す

る
。

6
代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
、
意
見
書
の

提
出

期
限

又

は
出

頭
す

べ
き

日
時

ま
で

に
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

7
知
事
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
正
当
な
理
由
な
く

意
見

書
の

提

出
期
限
内
に
意
見
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
に
口
頭
に
よ

る
意
見
陳
述
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
表
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

寸
唾

田
目

ハ

こ
の
規
則
は
、
平
成

十
六
年
十

月
一

日
か

ら
施
行

す
る

。

附
則

(
平

成
二

十
九
年

規
則
第
百
十
一

号
)

こ
の

規
則

は
、

公
布

の
日
か
ら

施
行
す

る
。



東
京
に
お
け
る
住
宅
の
賃
貸
借
に
係
る
紛
争
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
(平

成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号
)新

旧
対
照
表
(抄

)

改
正

後
改

正
前

第
一

条
(
現

行
の

と
お

り
)
第
一
条
(
略
)

(
宅

地
建

物
取

引
業

者
の

説
明

事
項

等
)
(
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
説
明

事
項
等
)

第
二

条
(
現

行
の

と
お

り
)
第
二
条
(
略
)

2
(
現
行
の
と
お
り
)
2
(
略
)

3知
事

は
、

宅
地

建
物

取
引

業
者

が
条

例
第

二
条

の
規
定
に
よ
る
習
…
3知

事
は
、
宅
地
建
物
取

引
業
者

が
条
例

第
二
条

の
規

定
に
よ

る
調

面
の
交
付
又
は
認
明
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
示
す
も
明
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
示
す
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
三

条
か

ら
第

五
条

ま
で

(
現

行
の

と
お
り
)
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま

で
(
略
)

別
記

様
式

(
現

行
の

と
お

り
)
別
記
様
式
(
略
)



東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則第2条

第3項に規定する「書面の交付又は説明を適正に行うために必要な事項」

※規則第2条に定める事項について、説明を要せず、書面の交付のみで足りることと

なるのは、相手方が宅地建物取引業者である場合に限られる。

第1退去時における住宅の損耗等の復旧について

1費用負担の一般原則について

(1)経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費

用負担で行い、賃借人はその費用を負担しないとされていること。

(2)賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰す

べき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担すると

されていること。

2例外としての特約について

賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧につい

て、上記1の一般原則とは異なる特約を定めることができるとされていること。

ただし、特約はすべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされることが

あること。

第2住宅の使用及び収益に必要な修繕について

1費用負担の一般原則について

(1)住宅の使用及び収益に必要な修繕については、賃貸人の費用負担で行うとさ

れていること。

(2)入居期間中、賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人

の責めに帰すべき事由により、修繕の必要が生じた場合は、賃借人がその費用

を負担するとされていること。

2例外としての特約について

上記1の一般原則にかかわらず、賃貸人と賃借人の合意により、入居期間中の小規

模な修繕については、賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自らの費用負

担で行うことができる旨の特約を定めることができるとされていること。



第3当該契約における賃借人の負担内容について(場合に応じて)

1特約がなく、一般原則どおりである場合

賃借人の負担は、第1-1-(2)及び第2-1-(2)の一般原則に基づく費用

のみであること

2特約がある場合

上記1の費用のほか、当該特約により賃借人が負担する具体的な内容

第4賃借人の入居期間中の、設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者に

ついて

1共用部分の設備等の修繕及び維持管理等

(1)氏名(法人の場合は商号又は名称)

(2)住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

2専用部分の設備等の修繕及び維持管理等

(1)氏名(法人の場合は商号又は名称)

(2)住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)


